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＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
◇新年度の準備は大丈夫ですか！ 

人事異動や新規採用者を迎えて、新しい体制となる職場がたくさんあると思います。 

スムーズに仕事を進めるため、以下の事項の徹底をお願いします。 

１．新規採用者に対する対応 

新たに労働者を雇入れるときは、① 賃金、労働時間、その他の労働条件について書面を交

付して示すこと、② 雇入れ時の安全衛生教育の実施、③ 雇入れ時の健康診断を実施しなけれ

ばなりません。 

不要なトラブルや労働災害発生の防止のために、最初に労働条件や会社の決まり、仕事の安

全確保などについて、きちんと伝える必要があります。 

以下の労働条件については書面により通知を行う必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働条件通知書の様式等の労働基準法関係様式は、厚生労働省のホームページよりダウンロードが

できます。 

ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労働基準 > 主要様式ダウンロードコーナー 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/ 

２．協定届などの届出と周知 

労働時間関係の届出書類には、① 時間外労働などを行うために必要な「時間外休日労働に関す

る協定届」、② 年間カレンダーを作成して法定労働時間を達成するための「１年単位の変形労働時

間制に関する協定届」など、有効期間が１年であるため、毎年届出が必要なものがあります。 

年度末で有効期間が終了する場合は、届出をお忘れなく。 

また、新年度から新たに制度を設けて労働条件を変更する事業場も数多くあります。この場合、③ 

就業規則の変更届が必要となります。 

◇「労働災害発生状況（平成２６年２月）」 
・ 死亡労働災害 ：     ０ 件 （前年比  －１件） 

・ 休業 ４日以上 ：    １６ 件 （前年比  －５件）   

    

①労働契約の期間  

②就業の場所・従事すべき業務の内容  

③労働時間に関する事項  

④賃金の決定、計算・支払の方法及び 

賃金の締切り・支払の時期に関する事項  

⑤退職に関する事項 

（解雇の事由を含む） 

書面により通知すべ事項 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/


◇「労働災害発生状況（平成２５年１月～１２月）」(平成26年2月末現在) 
・ 死亡労働災害 ：    ５ 件 （前年比  ＋４件）  

・ 休業 ４日以上 ：  １３３ 件 （前年比  ＋１２件）  
業    種 当月受付 当年累計 前年同期 

対前年同期 

増減数 増減率 

製 

造 

業 

食料品 
 水産食料品  

 
 3   2  1 50.0% 

 上記以外の食料品  
 

 13   13  0 0.0% 

 繊維・衣服その他繊維製品       5 (3) -5  

 木材・木製品、家具・装備品    6   8  -2 -25.0% 

 パルプ・紙、印刷・製本           

 化学工業           

 窯業土石    1   1  0 0.0% 

 鉄鋼業、非鉄金属           

 金属製品    1   1  0 0.0% 

 一般機械器具    1     1  

 電気機械器具           

 輸送用機械製造  
 

 2   3  -1 -33.3 

 電気・ガス           

 その他の製造    2  ① 3  -1 -33.3% 

小    計    29  ① 36 (3) -7 -19.4% 

鉱 業    1     1  

建 

設 

業 

 土木工事    6   8  -2 -25.0% 

建築 

工事 

 鉄骨・鉄筋家屋    4 (3)  4  0 0.0% 

 木造家屋    10   9  1 11.1% 

 その他の建築工事    3   2  1 50.0% 

 その他の建設    6   4  2 50.0% 

小    計    29 (3)  27  2 7.4% 

運輸 

交通業 

 道路貨物運送業  
 

 7 (1)  5  2 40.0% 

 その他の運輸交通業       1  -1  

貨物取扱           

農林業 
 農業           

 林業   ① 14   8  6 75.0% 

畜産 

水産業 

 畜産業    6   11  -5 -45.5% 

 水産業   ② 5   7  -2 -28.6% 

商業 
 小売業   ① 8   8  0 0.0% 

 その他の商業    2 (1)  1  1 100.0% 

通信業  
 

 6 (5)    6  

保健 

衛生業 

 社会福祉施設  1  6   4  2 50.0% 

 その他の保健衛生業    1     1  

接客 

娯楽業 

 旅館業           

 飲食店    1   2  -1 -50.0% 

 その他の接客娯楽業       3  -3  

その他 
 ビルメンテナンス業    1     1  

 その他(上記以外の全ての業種）  
 
① 17 (2)  8 (3) 9 112.5% 

合    計  1 ⑤ 133 (12) ① 121 (6) 12 9.9% 

（注）労働者死傷病報告による休業 4日以上の統計である。○内は死亡者数（内数）である。 
( )内は交通労働災害者数（内数）である。｢今月分｣は、当月報告受付件数（内数）である。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
このニュースへのお問い合わせは 二戸労働基準監督署 ℡０１９５－２３－４１３１まで。 


